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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第86期

第２四半期連結
累計期間

第87期
第２四半期連結
累計期間

第86期
第２四半期連結
会計期間

第87期
第２四半期連結
会計期間

第86期

会計期間

自平成21年
　４月１日
至平成21年
　９月30日

自平成22年
　４月１日
至平成22年
　９月30日

自平成21年
　７月１日
至平成21年
　９月30日

自平成22年
　７月１日
至平成22年
　９月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
　３月31日

売上高（千円） 3,019,1932,101,8751,044,9161,141,0625,894,574

経常利益又は経常損失(△)

（千円）
251,764△75,403 24,679 △28,051 496,167

四半期（当期）純利益又は純損失

(△)（千円）
296,149△28,955 49,160 △8,492 626,097

純資産額（千円） － － 3,499,2052,966,1223,063,824

総資産額（千円） － － 9,323,1366,454,1026,883,453

１株当たり純資産額（円） － － 14.30 124.20 12.67

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は純損失金額(△)（円）
1.32 △1.28 0.22 △0.38 2.78

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 34.5 43.5 41.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
919,023 966,183 － － 1,909,608

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△15,239 △75,084 － － △37,468

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△667,034△716,300 － － △2,051,646

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 837,989 600,507 481,402

従業員数（人） － － 168 175 166

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第86期第２四半期連結累計(会計)期間及び第86期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第87期第２四半期

連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。

４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

 

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、次の連結子会社が解散の方針となり重要性が低下したため、連結の範囲から除

外しております。 

名称 住所
資本金

（千人民元）
主要な事業の内容

議決権の所有割合
又は被所有割合

(％)
関係内容

（連結子会社）

上海亜賽特投資諮詢

有限公司

中華人民共和国

上海市　
　8,277

マーチャント・

バンキング事業

100

(－)

中華人民共和国に

おいて投資業及び

その関連事業を営

む。

当社との取引無

し。

　（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

　

 

４【従業員の状況】

 

 　 (1）連結会社の状況 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 175 (320)

　（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

及び契約社員を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第２四

半期連結会計期間の平均人員を外書（）で記載しております。

 

 　 (2）提出会社の状況 平成22年９月30日現在

従業員数（人） 13 　

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者及び契約社員を含む。）でありま

す。なお、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、僅少であるため記載しておりま

せん。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　特記事項はありません。

 

(2）受注状況

　特記事項はありません。

 

(3）販売実績

セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

前年同四半期比（％）

マーチャント・バンキング事業（千円）     279,947     +14.2

ホスピタリティ＆ウェルネス事業（千円）     861,115    +1.3

合計（千円）         1,141,062       +4.3

　（注）１．金額は、セグメント間の取引控除後のものであります。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．事業区分の方法等につきましては、「第５経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情

報）」に記載しております。

４．前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次の通りであります。

相手先

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

Asset Managers(Asia)Company Limited　116,099 11.1 184,396 16.2

 

　

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書及び第

１四半期会計期間の四半期報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次の通りであります。

　

（1）株式会社MBKオペレーターズ（連結子会社）との吸収合併契約

当社及び当社の連結子会社である株式会社MBKオペレーターズ（東京都千代田区、資本金391百万円、代表取締

役社長杉浦康夫）は、今後の機動的なビジネス展開及びグループの業務効率化を図ることを目的として、平成22

年９月14日開催の取締役会において、当社を存続会社、株式会社MBKオペレーターズを消滅会社とする吸収合併を

行うことを決議し、同日付けで両社は吸収合併契約を締結しました。

なお、当該吸収合併契約は、平成22年11月19日開催予定の当社臨時株主総会における承認を条件として、平成23

年１月１日付で効力が発生いたします。

　

（2）「ホテル日航茨木 大阪」の土地・建物に係る信託受益権の譲渡契約

当社連結子会社である株式会社MBKオペレーターズは「ホテル日航茨木 大阪」（大阪府茨木市）の営業を平

成23年３月13日（予定）をもって終了することを決定し、併せて同社が所有する当該ホテルの土地・建物に係る

信託受益権を平成23年３月28日（予定）付で譲渡する旨の契約を締結いたしました。　
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

(1）業績の状況　

当第２四半期連結会計期間（以下、当第２四半期）におけるわが国経済は、企業収益の改善や個人消費の持ち直し

などより、景気の自律的回復への基盤が整いつつありますが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にあ

りました。先行きにつきましても、景気が自律的な回復へ向かうことが期待される一方で、円高の影響、海外景気の下

振れ懸念、雇用情勢の悪化懸念など、景気を下押しするリスク要因があることから、なお予断を許さない状況でありま

す。

当社グループの主要な事業領域である国内及び中国など東アジア地域の金融・資本市場及び不動産市場をみると、

国内の株式市場及び不動産市場が長期にわたって低迷している一方で、中国では、景気刺激策の効果もあり、景気は内

需を中心に拡大傾向が続くと見込まれております。

このような経済状況のもとで、当第２四半期の当社グループの業績は、投資回収の延期及び円高の影響により、増

収、減益となり、売上高1,141百万円（前年同期比9.2％増）、営業損失９百万円（前年同期は営業利益57百万円）、経

常損失28百万円（前年同期は経常利益24百万円）、四半期純損失８百万円（前年同期は四半期純利益49百万円）とな

りました。

また、当第２四半期においては、事業の選択と集中及び財務体質の向上を目的として、100％連結子会社である株式

会社MBKオペレーターズが運営する「ホテル日航茨木 大阪」（大阪府茨木市）の営業を平成23年３月13日（予定）

をもって終了することを決定し、当社グループが保有する同ホテルの土地・建物に係る信託受益権をホテル閉鎖後の

平成23年３月28日（予定）に譲渡する旨の契約を締結いたしました。

さらに、当社のグループにおける機動的なビジネス展開及び経営効率化を目的として、同子会社を、当社臨時株主総

会（平成22年11月19日開催予定）における承認を条件として、平成23年１月１日付で吸収合併することを決定いたし

ました。

　

報告セグメントごとの業績は、次の通りであります。（注）１、２

　

（マーチャント・バンキング事業）

当社グループは、当事業部門におきまして、主に日本及び中国の企業及び不動産向けの投資事業、並びにアドバイザ

リー事業を営んでおります。

当第２四半期においては、海外企業投資の投資回収による収益37百万円、アレンジメント収益13百万円などがあり、

売上高279百万円、セグメント利益62百万円となりました。

　

（ホスピタリティ＆ウェルネス事業）

当社グループは、当事業部門におきまして、ホテルの宿泊施設及びボウリング場等スポーツ施設の運営、公営施設の

運営受託などを行っております。

当第２四半期においては、レジャー、宴会及びビジネス出張などの需要が総じて低迷している中で、全事業拠点で経

費節減努力を進めた結果、売上高861百万円、セグメント利益19百万円となりました。 

　

（注）１．後記「第５ 経理の状況」の「セグメント情報等」に記載の通り、上記の報告セグメントごとの売上高

及びセグメント利益は、前年同期の「事業の種類別セグメント情報」と集計方法が異なっております。

２．報告セグメントごとの業績は、内部取引控除前の金額を表示しております。

EDINET提出書類

マーチャント・バンカーズ株式会社(E00545)

四半期報告書

 5/37



(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は600百万円となり、第１四

半期連結会計期間末の237百万円と比べて363百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローと、それらの主な増減

要因は以下の通りであります。　

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間の営業活動の結果得られた資金は926百万円（前年同期は369百万円の収入）となりま

した。主な増減の要因は、営業投資有価証券の減少474百万円、たな卸資産の減少57百万円、前受金の増加383百万円で

あります。　

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間の投資活動により使用した資金は9百万円（前年同期は1百万円の支出）となり、大きな

増減の要因はありませんでした。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間の財務活動により使用した資金は497百万円（前年同期は407百万円の支出）となりま

した。主な増減の要因は、短期借入金の減少による支出256百万円、長期借入金の返済による支出238百万円でありま

す。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の売却計画は次の通りであります。

　

当第２四半期連結会計期間において、当社連結子会社である株式会社MBKオペレーターズは、「ホテル日航茨木 

大阪」の営業を平成23年３月13日（予定）付で終了することを決定し、これに伴い、同ホテルの土地・建物に係る

信託受益権を、平成23年３月28日（予定）を引渡日として譲渡する旨の契約を締結いたしました。

また、同ホテルで事業の用に供している機械装置及び運搬具、リース資産等の固定資産の大半について、営業終了

後すみやかに除却する見込みであります。

その主要な設備は、次の通りであります。

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）

販売用信
託不動産

機械装置
及び運搬
具

リース資
産

その他 合計

株式会社MBKオペ

レーターズ

（注）

「ホテル日航茨木 

大阪」

（大阪府茨木市）　

ホスピタリ

ティ＆ウェルネ

ス事業　

ホテル 2,467,54210,42140,12754,2912,572,38257

（注）当社及び当該連結子会社は、平成23年１月１日を効力発生日として、当社を存続会社、当該連結子会社を消滅会

社とする吸収合併を行う予定であり、当該効力発生日以降、同ホテルの営業終了及び信託受益権の譲渡手続き

は、当社において実行する予定であります。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 90,000,000

計 90,000,000

（注） 平成22年６月23日開催の第86回定時株主総会決議により、 平成22年８月１日付で、株式併合及びこれに伴う定

款変更の効力が発生いたしました。これにより発行可能株式総数は810,000,000株減少し、90,000,000株となりま

した。

　

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月11日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 22,615,056 22,615,056大阪証券取引所市場第二部
単元株式数

100株　

計 22,615,056 22,615,056 － －

（注）平成22年６月23日開催の第86回定時株主総会決議により、 平成22年８月１日付で、10株を１株に株式併合いたし

ました。これにより発行済株式総数は203,535,511株減少し22,615,056株となりました。また、単元株式数につい

ても1,000株から100株に変更となりました。
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（２）【新株予約権等の状況】

　当社が発行している新株予約権等は、次の①から⑥に記載する通りであります。このうち①から⑤は会社法に

基づき発行したストック・オプションとしての新株予約権であり、⑥は会社法に基づき発行した資金調達のた

めの新株予約権であります。

 

①　平成18年８月８日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 85　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 8,500　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり2,810　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成20年６月28日～平成23年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　2,810　（注）４

 資本組入額　1,410　（注）４

新株予約権の行使の条件

  新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。 

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により85個、権利放棄により505個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。　
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②　平成19年７月10日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 100　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,880　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成21年７月11日～平成24年７月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　1,880　（注）４

 資本組入額　  940　（注）４

新株予約権の行使の条件

  新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。 

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により280個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
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③　平成20年７月８日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 275　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 27,500　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり490　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成22年７月９日～平成25年７月８日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　 490　（注）４

 資本組入額　 250　（注）４

新株予約権の行使の条件

  新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。 

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により165個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
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④　平成21年６月24日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 495　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 49,500　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり520　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成23年６月25日～平成26年６月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　 520　（注）４

 資本組入額　 260　（注）４

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。 

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により115個、権利放棄により150個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。　
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⑤　平成22年６月23日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年9月30日）

新株予約権の数（個） 530　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 53,000　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり280　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成24年６月24日～平成27年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　 280　（注）４

 資本組入額　 140　（注）４

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により10個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。　

EDINET提出書類

マーチャント・バンカーズ株式会社(E00545)

四半期報告書

13/37



⑥　平成21年８月17日取締役会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個） 10　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,000,000　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり400　（注）２、４

新株予約権の行使期間 平成21年９月７日～平成22年12月２日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　 400　（注）４

 資本組入額　 200　（注）４

新株予約権の行使の条件

（行使停止期間）

　当社は、本新株予約権者に10営業日前に書面で通知するこ

とにより、割当日から行使期間満了日の１ヶ月前の日まで

の間に、本新株予約権を行使することが出来ない期間を指

定することができる。この行使停止期間の指定は、未行使の

本新株予約権の全部又は一部に対して可能であり、行使停

止期間の長さに制限はない。

（取得条項）

　当社は、２週間までの事前通知により、本新株予約権者の

保有する本新株予約権の全部又は一部を発行価額相当額で

取得することができる。

（買取請求）

　本新株予約権者は、当社に本新株予約権の全部又は一部を

発行価額相当額で買い取るよう請求することができる。

（その他条件）

　新株予約権発行の取締役会決議に基づく、当社と新株予約

権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当

契約書」の約定による。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100,000株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．行使により1個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。　
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年８月１日 △203,535,51122,615,056 － 2,765,732 － 20,849

（注）　平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、同日付で発行済株式総数が203,535,511株

減少しております。

　

 

（６）【大株主の状況】

 平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

トータルネットワークホールディングスリ

ミテッド　常任代理人　松本　甚之助
東京都千代田区内幸町１丁目７－502 7,142 31.58

古川　令治 東京都千代田区 5,714 25.27

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２丁目５－１ 810 3.58

若山　健彦 神奈川県鎌倉市 457 2.02

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４－６ 327 1.45

株式会社不二設計 愛知県豊橋市宮下町74丸地ビル２F 212 0.94

ＪＣＷ株式会社
東京都新宿区大久保２丁目７－１

大久保フジビル405　　
146 0.65

三木　俊輝 大阪府富田林市 120 0.53

鈴木　俊二 北海道河西郡 118 0.52

鳥居　徹 熊本県熊本市 100 0.44

計 － 15,149 66.99
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

15,800
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

22,571,700
225,717 －

単元未満株式
普通株式

27,556
－

１単元(100株)未満の株

式

発行済株式総数 22,615,056 － －

総株主の議決権 － 225,717 －

  （注）１. 「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２. 「完全議決権株式（その他）」欄普通株式には、証券保管振替機構名義の株式500株（議決権5個）が含まれ

ております。

３. 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式4株が含まれております。

４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。

　

②【自己株式等】

 平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

マーチャント・バンカー

ズ株式会社

東京都千代田区内幸町一丁

目１番１号
15,800 － 15,800 0.07

計 － 15,800 － 15,800 0.07

 

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
　４月

 
　５月

 
　６月

 
 ７月

 
 ８月

 
 ９月

最高（円） 52 54 30
    25

□200
287 187

最低（円） 33 24 19
17

□173
149 158

　（注）１．最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

　　　　２．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。

　　　　３．□印は、株式併合（平成22年７月28日、10株→１株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

　

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

 

EDINET提出書類

マーチャント・バンカーズ株式会社(E00545)

四半期報告書

16/37



第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有

限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 600,507 481,402

売掛金 107,274 116,667

営業投資有価証券 ※2
 1,095,594

※2
 1,703,141

販売用不動産 － ※2, ※3
 57,900

販売用信託不動産 ※2, ※3
 2,467,542 －

商品及び製品 3,683 4,054

原材料及び貯蔵品 29,802 25,613

その他 195,044 161,465

貸倒引当金 △604 △1,052

流動資産合計 4,498,843 2,549,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 772,571

※2, ※3
 784,457

信託建物（純額） － ※2
 1,721,947

土地 ※2
 846,986

※2, ※3
 846,986

信託土地 － ※2
 773,000

その他（純額） 280,089 271,429

減損損失累計額 △349,682 △349,682

有形固定資産合計 ※1
 1,549,964

※1
 4,048,138

無形固定資産

その他 4,384 5,424

無形固定資産合計 4,384 5,424

投資その他の資産

投資有価証券 77,445 27,445

長期貸付金 135,306 138,840

敷金及び保証金 149,318 72,481

その他 43,319 47,271

貸倒引当金 △4,480 △5,340

投資その他の資産合計 400,909 280,698

固定資産合計 1,955,258 4,334,261

資産合計 6,454,102 6,883,453
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 128,677 119,295

短期借入金 ※2
 500,000

※2
 806,575

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 1,298,100

※2
 420,696

未払法人税等 7,941 10,557

その他 ※2
 713,963 309,312

流動負債合計 2,648,682 1,666,437

固定負債

社債 ※2
 600,000

※2
 600,000

長期借入金 ※2
 107,600

※2
 1,390,200

長期リース資産減損勘定 48,658 72,779

繰延税金負債 2,725 2,569

その他 80,313 87,643

固定負債合計 839,297 2,153,191

負債合計 3,487,980 3,819,629

純資産の部

株主資本

資本金 2,765,732 2,765,732

資本剰余金 20,849 20,849

利益剰余金 286,206 308,010

自己株式 △23,214 △23,159

株主資本合計 3,049,575 3,071,433

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △242,686 △209,358

為替換算調整勘定 － 2,226

評価・換算差額等合計 △242,686 △207,132

新株予約権 48,945 66,694

少数株主持分 110,288 132,829

純資産合計 2,966,122 3,063,824

負債純資産合計 6,454,102 6,883,453
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 3,019,193 2,101,875

売上原価 1,393,323 781,936

売上総利益 1,625,870 1,319,939

販売費及び一般管理費 ※1
 1,304,373

※1
 1,357,081

営業利益又は営業損失（△） 321,496 △37,141

営業外収益

受取利息 1,728 1,340

未払配当金除斥益 － 1,171

その他 4,259 3,090

営業外収益合計 5,987 5,602

営業外費用

支払利息 67,636 34,011

社債利息 7,264 7,264

為替差損 271 －

その他 548 2,588

営業外費用合計 75,720 43,864

経常利益又は経常損失（△） 251,764 △75,403

特別利益

事業整理損失引当金戻入額 22,857 －

賞与引当金戻入額 18,632 －

新株予約権戻入益 － 22,760

過年度固定資産税還付金 － 13,148

その他 5,481 15,034

特別利益合計 46,971 50,943

特別損失

固定資産除却損 8,000 2,774

関係会社株式評価損 － 1,773

その他 447 0

特別損失合計 8,448 4,548

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

290,287 △29,009

法人税、住民税及び事業税 3,189 2,506

過年度法人税等戻入額 △4,708 －

法人税等調整額 △993 156

法人税等合計 △2,512 2,662

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △31,671

少数株主損失（△） △3,349 △2,716

四半期純利益又は四半期純損失（△） 296,149 △28,955
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 1,044,916 1,141,062

売上原価 334,710 441,365

売上総利益 710,205 699,697

販売費及び一般管理費 ※1
 652,574

※1
 709,144

営業利益又は営業損失（△） 57,631 △9,446

営業外収益

受取利息 901 566

その他 2,043 1,135

営業外収益合計 2,945 1,701

営業外費用

支払利息 32,080 16,095

社債利息 3,636 3,636

その他 180 574

営業外費用合計 35,897 20,305

経常利益又は経常損失（△） 24,679 △28,051

特別利益

事業整理損失引当金戻入額 22,857 －

過年度固定資産税還付金 － 13,148

その他 1,100 9,224

特別利益合計 23,957 22,372

特別損失

固定資産除却損 89 2,759

特別損失合計 89 2,759

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

48,547 △8,438

法人税、住民税及び事業税 1,611 1,253

法人税等調整額 △824 61

法人税等合計 786 1,314

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △9,752

少数株主損失（△） △1,399 △1,260

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,160 △8,492

EDINET提出書類

マーチャント・バンカーズ株式会社(E00545)

四半期報告書

21/37



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

290,287 △29,009

減価償却費 56,857 50,659

新株予約権戻入益 － △22,760

受取利息及び受取配当金 △1,728 △1,340

支払利息 74,900 41,275

為替差損益（△は益） 271 －

有形固定資産除却損 8,000 2,774

売上債権の増減額（△は増加） △1,388 9,392

たな卸資産の増減額（△は増加） 154,620 53,751

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 801,632 554,394

仕入債務の増減額（△は減少） △7,348 9,381

未払又は未収消費税等の増減額 71,500 △26,277

未払金の増減額（△は減少） △56,548 －

立替金の増減額（△は増加） － △12,312

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） － 21,995

預り金の増減額（△は減少） △327,662 －

前渡金の増減額（△は増加） － △14,613

リース資産減損勘定の増減額（△は減少） － △24,120

前受金の増減額（△は減少） － 386,633

その他 △74,257 11,056

小計 989,135 1,010,881

利息及び配当金の受取額 3,015 1,340

利息の支払額 △74,471 △39,754

法人税等の還付額 7,078 1,194

法人税等の支払額 △5,734 △7,478

営業活動によるキャッシュ・フロー 919,023 966,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △10,210 △28,314

投資有価証券の償還による収入 －

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △17,995 －

敷金及び保証金の回収による収入 12,102 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △54,637

その他 865 7,866

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,239 △75,084
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － △306,575

長期借入金の返済による支出 △662,400 △405,196

自己株式の取得による支出 △69 －

リース債務の返済による支出 △4,014 －

配当金の支払額 △550 －

その他 － △4,527

財務活動によるキャッシュ・フロー △667,034 △716,300

現金及び現金同等物に係る換算差額 △155 △1,733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 236,594 173,064

現金及び現金同等物の期首残高 601,394 481,402

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △53,960

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 837,989

※1
 600,507
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 当第２四半期連結会計期間より、上海亜賽特投資諮詢有限公司は、解散の方

針となり重要性が低下したため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項の変更 該当事項はありません。

３．会計処理基準に関する事項の変更 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会

計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

  

　

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結貸借対照表）

　前第２四半期連結累計期間において「たな卸資産」として一括して掲記しておりました「販売用不動産」「商品及び

製品」及び「原材料及び貯蔵品」については、当第２四半期連結累計期間より、それぞれ区分掲記する方法に変更して

おります。なお、前第２四半期連結累計期間の「たな卸資産」に含まれる「販売用不動産」「商品及び製品」及び「原

材料及び貯蔵品」は、それぞれ99,669千円、4,011千円、29,242千円であります。

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２

四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第２四半期連結累計期間において「その他」に含めて表示しておりました、営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「立替金の増減額（△は増加）」「前渡金の増減額（△は増加）」「リース資産減損勘定の増減額（△は減少）」

及び「前受金の増減額（△は減少）」は重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記しております。

　前第２四半期連結累計期間において「その他」に含めて表示しておりました、営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「未払費用の増減額（△は減少）」は重要性が増したため、「未払金の増減額（△は減少）」と合算し「未払金及び

未払費用の増減額（△は減少）」として表示しております。

　前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損

益（△は益）」及び「預り金の増減額（△は減少）」は重要性が減少したため、「営業活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に含めて表示しております。

前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株式

の取得による支出」「リース債務の返済による支出」及び「配当金の支払額」は重要性が減少したため、「財務活動に

よるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。

 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２

四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 347,117千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 440,361千円

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

現金及び預金 382,000千円

営業投資有価証券 908,070　

販売用信託不動産 2,467,542 

建　物 507,511 

土　地 846,986 

合　計 5,112,110 

営業投資有価証券 1,354,797千円

販売用不動産 57,900 

建　物 515,134 

信託建物 1,721,947 

土　地 846,986 

信託土地 773,000 

合　計 5,269,765 

　　　上記に対応する債務 　　　上記に対応する債務

短期借入金 500,000千円

１年以内返済予定の長期借入金 1,298,100 

その他（流動負債） 382,000 

社　債 600,000 

長期借入金 107,600 

合　計 2,887,700 

短期借入金 756,575千円

１年以内返済予定の長期借入金 370,696 

社　債 600,000 

長期借入金 1,390,200 

合　計 3,117,472 

※３　販売用不動産等の保有目的の変更

　前連結会計年度末まで、有形固定資産の信託建物（純

額）及び信託土地として計上していた資産について、当

第２四半期連結会計期間末において保有目的を変更し

たしたため、下記の通り販売用信託不動産に振替えてお

ります。

販売用信託不動産 2,467,542千円

　

※３　販売用不動産等の保有目的の変更

　前連結会計年度末まで、たな卸資産（販売用不動産）

として計上していた資産の一部について、当連結会計年

度において保有目的を変更したため、下記の通り建物及

び構築物（純額）及び土地に振替えております。

建物及び構築物（純額） 185,953千円

土　地 28,577　

　前連結会計年度末まで、有形固定資産の建物及び構築

物（純額）、工具、器具及び備品（純額）、及び土地とし

て計上していた資産の一部について、当連結会計年度に

おいて保有目的を変更したしたため、下記の通り販売用

不動産に振替えております。

販売用不動産 25,998千円
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（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。　

給与手当 399,721千円

貸倒引当金繰入 3,252 

給与手当 419,890千円

　 　 

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。　

給与手当 204,020千円

貸倒引当金繰入 △679 

給与手当 212,090千円

　 　 

 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲載されている科目の金額との関係

（平成21年９月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲載されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

現金及び預金勘定 837,989千円

現金及び現金同等物 837,989 

現金及び預金勘定 600,507千円

現金及び現金同等物 600,507 
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年９月30日）

 

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式  22,615千株

（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式 15千株

（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。

　

３．新株予約権等に関する事項

（1）平成21年８月17日取締役会決議新株予約権

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 1,000千株 

新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　

16,996千円（親会社 16,996千円、連結子会社 －千円）

 

 （2）ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　

31,949千円（親会社 31,949千円　連結子会社 －千円）

（注）平成21年６月24日付及び平成22年６月23日付取締役会決議の新株予約権につきましては、権利行使期

間の初日が到来しておりません。

　

４．配当に関する事項

　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
マーチャント・
バンキング事業
（千円）

ホスピタリティ
＆

ウェルネス事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 195,193 849,7231,044,916 － 1,044,916

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高
49,395 － 49,395 (49,395) －

計 244,588 849,7231,094,311(49,395) 1,044,916

営業利益 123,143 17,291 140,435 (82,804) 57,631

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
マーチャント・
バンキング事業
（千円）

ホスピタリ
ティ＆

ウェルネス事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,364,1041,655,0893,019,193 － 3,019,193

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高
101,190 － 101,190 (101,190) －

計 1,465,2941,655,0893,120,383(101,190) 3,019,193

営業利益 497,535 549 498,084 (176,587) 321,496

　（注）１．事業区分の方法

事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容

事業区分 主要製品

マーチャント・バンキ

ング事業

投資業務（不動産、企業株式、企業向け貸付等）、投資ファンド運営業務、

不動産賃貸業務、その他業務

ホスピタリティ＆ウェ

ルネス事業

ホテル及びボウリング場等のアミューズメント施設の経営、公営施設の運

営受託

 

 

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別

セグメントの記載を省略しております。 
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日） 

 アジア 計 　

Ⅰ　海外売上高（千円） 118,990 118,990 　

Ⅱ　連結売上高（千円） 1,044,916 1,044,916 　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.4 11.4 　

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　アジア　　　中国、香港、台湾

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。　

  

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日） 

 アジア 計 　

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,009,030 1,009,030 　

Ⅱ　連結売上高（千円） 3,019,193 3,019,193 　

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 33.4 33.4 　

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　アジア　　　中国、香港、台湾

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

　

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

当社代表取締役社長が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。

当社グループの事業は、主に当社が営んでいる、国内外の企業・不動産向け投融資及びM&A等のアドバイザ

リー等を行う「マーチャント・バンキング事業」と、主に連結子会社株式会社MBKオペレーターズが営んでい

る、ホテル等宿泊施設及びボウリング場等スポーツ施設の運営、並びに公営施設の運営受託等を行う「ホスピ

タリティ＆ウェルネス事業」から構成されております。

また、当社では、効率的なグループ経営及び事業間のシナジーの最大化を目指して、グループで営むこれら２

事業を統括しております。

一方で、これら２事業は、成長戦略、経営管理の手法、並びに人材等の求められる経営資源などが大きく異

なっているため、具体的な経営戦略の立案・実行及び採算の管理等について、それぞれ独立した経営単位とし

て、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、マーチャント・バンキング事業とホスピタリティ＆ウェルネス事業の２つの

主要な事業を、報告セグメントとしております。

なお、後記「２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報」と、前第２四半期連

結累計期間及び前第２四半期連結会計期間の「事業の種類別セグメント情報」とは、集計方法が異なっており

ます。
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）

（単位：千円）　

 
 

報告セグメント
合計
（千円）

調整額
（注）１．　

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２．

マーチャント・
バンキング事業

ホスピタリティ＆
ウェルネス事業

売上高及び営業損益      

外部顧客への売上高 424,818 1,677,0572,101,875 － 2,101,875

セグメント間の内部

売上高または振替高
－ 1,220 1,220 △1,220 －

計 424,818 1,678,2772,103,096 △1,220 2,101,875

セグメント利益 100,696 52,908　 153,605 △190,746 △37,141

（注）１．セグメント利益の調整額△190,746千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用及びセグ

メント間取引であり、主に一般管理費によりなっております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）

（単位：千円）　

 
 

報告セグメント
合計
（千円）

調整額
（注）１．　

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２．

マーチャント・
バンキング事業

ホスピタリティ＆
ウェルネス事業

売上高及び営業損益      

外部顧客への売上高 279,947 861,115 1,141,062 － 1,141,062

セグメント間の内部

売上高または振替高
－ 175 175 △175 －

計 279,947 861,291 1,141,238 △175 1,141,062

セグメント利益 62,789 19,999　 82,789 △92,235 △9,446

（注）１．セグメント利益の調整額△92,235千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用及びセグメ

ント間取引であり、主に一般管理費によりなっております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　

　

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号　平成20年３月21日）を適用しております。　
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（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっておりますが、前連結会計年度の末

日に比べて著しい変動が認められないため、記載を行っておりません。

　

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

１．ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　2,672千円

 

２．当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 124.20円 １株当たり純資産額 12.67円

　（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。当該株式併合が前連結会計年度の開始の日

に行われたと仮定した場合における前連結会計年度末の１株当たり純資産額は、126.74円であります。

　

２．１株当たり四半期純利益又は純損失金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1.32円 １株当たり四半期純損失金額(△) △1.28円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。 

　（注）　１株当たり四半期純利益又は純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益又は純損失金額   

四半期純利益又は純損失(△)（千円） 296,149 △28,955

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は純損失(△)（千円） 296,149 △28,955

期中平均株式数（千株） 224,997 22,599

　（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。当該株式併合が前連結会計年度の開始の日

に行われたと仮定した場合における前第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は、13.16円であ

ります。

　

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 0.22円 １株当たり四半期純損失金額(△) △0.38円

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。 

　（注）　１株当たり四半期純利益又は純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益又は純損失金額   

四半期純利益又は純損失(△)（千円） 49,160 △8,492

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は純損失(△)（千円） 49,160 △8,492

期中平均株式数（千株） 224,997 22,599

　（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。当該株式併合が前連結会計年度の開始の日

に行われたと仮定した場合における前第２四半期連結会計期間の１株当たり四半期純利益金額は、2.18円であり

ます。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　 

 

（リース取引関係）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21年11月９日

マーチャント・バンカーズ株式会社

取締役会　御中
 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　茂善　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柏木　　忠　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマーチャント・バン

カーズ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マーチャント・バンカーズ株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日

現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 　

EDINET提出書類

マーチャント・バンカーズ株式会社(E00545)

四半期報告書

36/37



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年11月10日

マーチャント・バンカーズ株式会社

取締役会　御中
 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　茂善　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柏木　　忠　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマーチャント・バン

カーズ株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月

１日から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マーチャント・バンカーズ株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日

現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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